


 

 

監 査 報 告 書 

 

公益社団法人日本看護科学学会 

理事長  鎌倉 やよい 様 

 

 

2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、    

本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。 

 

１．監査の方法及びその内容 

私ども監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の 

整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から 

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類 

等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の 

方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表 

（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書、財産目

録）および収支計算書について監査いたしました。 

 

２．監査の結果 

 （１）事業報告等の監査結果 

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 

認めます。 

 （２）財務諸表の監査結果 

財務諸表は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において 

適正に表示しているものと認めます。 
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 理事長 鎌倉 やよい  殿 

 

牧真之介公認会計士事務所 

公認会計士   牧 真 之 介  ㊞  

＜財務諸表監査＞ 

私は、公益社団法人日本看護科学学会の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の平成３０年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ－５(１)の定めによ

る「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記につ

いて監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査

の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。 

 

財務諸表等に対する理事者の責任 

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠し

て財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明

することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理

的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性につい

て意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。 

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 



 

 

監査意見 

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基

準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

＜財産目録に対する意見＞ 

私は、公益社団法人日本看護科学学会の平成３１年３月３１日現在の平成３０年度の財産目

録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監

査を行った。 

 

財産目録に対する理事者の責任 

 理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の

基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。 

 

監査人の責任 

私の責任は、財産目録等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基

準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明するこ

とにある。 

 

財産目録に対する監査意見 

私は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準

に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。 

 

利害関係 

 公益社団法人日本看護科学学会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 

以 上 



 

 

 

 

日本看護科学学会の報告と展望 

2019 年 6 月 1６日 

2017～2018 年度理事会 

 

 

１．はじめに  

 日本は少子超高齢化が進行し、総人口に対する高齢化率は 27.7％（2017 年 10 月 1 日現

在）となった。生産年齢人口（15～64 歳）7,596 万人に対し高齢者人口（65 歳以上）は

3,515 万人となり、高齢者 1 人を 2.2 人の生産年齢人口が支える構図である（平成 30 年版高

齢社会白書）。 

この超高齢化の進行から、疾病構造は変化し、在宅医療推進の必要性が高まり、一方では医療

技術の発展などにより、看護師の役割拡大が求められてきた。2014 年には保健師助産師看護

師法が改正され、特定行為研修を受けることによって、医師の包括的指示の下に診療の補助とし

て実施できる医行為が拡大された。特定行為の研修課程が開設される一方で、看護界ではナース

プラクティショナーの養成が始まり、認定看護師制度の再構築が決定され進められている。 

看護学基礎教育についてみると、看護系大学は 277 大学（284 看護学部又は看護学科）に

増加し、看護系大学院修士課程は 183 校（190 専攻）、博士課程は 102 校（107 専攻）とな

った（日本看護系大学協議会 2019 年 5 月現在）。しかし、看護師国家試験受験者をみると、

58,308 名（新卒者）のうち大学卒受験者は 21,018 人であり、全体の 36.0％に過ぎない。

看護学部の新設が続く中、教員の質の保証が求められている。 

また、看護系学会は 47 学会に増加した。このような中にあって、理事会は JANS の役割に

ついて確認しつつ、将来構想報告書（2011 年）を踏まえて運営してきた。今期の理事会の活

動の概要と、今後への展望を報告する。 

 

２．学会の現状 

（１）会員構成とその動向 

2011 年 JANS の将来構想に関する報告書では、設立時の正会員数は 185 名であったが、

2011 年 3 月 31 日現在では 6,206 名（正会員 6,190 名、名誉会員 11 名、賛助会員 5 団

体）となり、大学院修了者が増加するものの、看護の専門分化した学会への分散を考慮し、今後

会員数の大きな増加はみこめないと予測されていた。 

実際にはこの予測は当たらず、JANS の会員数は２０19 年 3 月 31 日現在、9,517 名（正

会員 9,496 名、名誉会員 16 名、賛助会員 5 団体）となり、看護学領域における大きな学会に

成長した。2012 年以後の正会員数の推移を図 1 に示した。 
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図１．正会員数の推移（3 月 31 日現在） 



 

 

 

 

また、日本看護系学会協議会に所属する学会も 47（2019 年４月現在）に増加したが、

JANS の正会員数は毎年約 350 名の増加を認めた。新たな加入者として期待された大学院修了

者が、専門分化した学会に分散することなく入会し、看護学研究者の裾野が広がっていると推測

された。 

 

（２）学会の財務状況 

  平成 22（2010）年 6 月に内閣府から公益社団法人の認定を得、最初の決算であった平成

23（2011）年 3 月 31 日では正味財産合計が 59,130,016 円であった。JANS が法人化

した際の基金 72,926,624 円は公益社団移行後も同様の金額であったため、一般正味財産合

計は△13,816,638 円であり、マイナスからのスタートであった。 

なお、公益法人は営利を目的としていないため、こうした決算は問題ないとされる一方、今

後の安定経営という点からは大きな課題であった。平成 30（2018）年度までの推移は表 1

のとおりであった。 

 

                                  （単位：円） 

年度 正味財産合計 一般正味財産合計 次期繰越収支差額 

平成 22（2010）年度 59,130,016 △13,816,638 56,046,072 

平成 23（2011）年度 66,675,213 △10,018,163 58,332,524 

平成 24（2012）年度 65,579,613 △ 9,452,968 59,901,240 

平成 25（2013）年度 85,735,757 11,322,882 77.072.757 

平成 26（2014）年度 88,670,656 15,025,594 86,385,552 

平成 27（2015）年度 97,513,896 24,508,800 96,292,463 

平成 28（2016）年度 117,943,090 45,016,466 114,141,315 

平成 29（2017）年度 133,740,418 60,813,794 128,754,479 

平成 30（2018）年度 140,096,408 67,069,784 133,869,842 

 

 

このような状況下で、会員の増加と経費削減を意識した組織運営を行ってきたが、平成 25

（2013）年度に大阪市で開催された第 33 回学術集会では、従来に比べ収益が多く、その結

果、平成 25（2013）年度の決算では一般正味財産合計がマイナスからプラスに転じた。そ

の後、学術集会は平成 30（2018）年度の松山市での第 38 回まで収支差額がプラスになる

会計状況が続いており、それが決算にも反映されている。 

平成 22（2010）年以降、毎年の会員数は順調に増加している。平成 27（2015）年度

から閲覧制限なしのオープンアクセスジャーナルとしたことも大きく影響し、ここ数年の財務

状況は収入が支出を上回り、安定した組織運営が続いている。 

平成 30（2018）年度の収支計算書では事業費支出が 76,076,604 円、管理費支出が

58,007,299 円である。また、基金は 72,926,624 円であり、１年間の事業費支出を下回

っている。JANS は国から認定を受けた公益法人であり、税制上も優遇されているため、必

要以上の余剰財産を所有することができない。JANS の 1 年間の事業費が約 1 億円（正味財

産増減計算書）であるため、剰余金（遊休財産）がこの額を超えないよう注意をしながら、今

後もこうした規模で推移することが好ましい。 

 今後の課題としては、特に投稿数が飛躍的に伸び、比例して支出も増えている英文誌の扱い

（会員・非会員に関係なく無料で投稿できる）と、剰余金がある程度まとまれば次の新たな事

業を計画するなど、本来の学会活動の活発化と事業活動の見直し等が必要であろう。 

 

表１．年度別財務状況の推移 



 

 

 

３．理事会の活動 

（1）学会の目標と機能 

公益社団法人として“Nursing Science”の構築と発展を基盤として、国内への社会貢献を行

い、さらに国際貢献を行うことが JANS の使命である。 

主たる事業は、学術集会の開催、和文誌の発行、英文誌の発行であり、これらを支える活動の

柱に、看護学術用語の標準化、若手研究者育成、研究活動推進、国際活動推進が位置付けられる。

さらに、2017 年度から「看護ケア開発・標準化」を活動の柱に加えた。これらの基盤となる機

能は、会員管理、研究倫理の啓発、利益相反管理、関連学術団体との連携であり、活動を支える

事務所機能である。これらを JANS の目的と機能（JANS ホームページ）として示した。 

また、新たな活動「看護ケア開発・標準化」について、当該委員会は摂食嚥下ケアガイドライ

ンを作成することを目的に活動を継続し、その経過を JANS38 のシンポジウムで報告した。 

 

 

 

図２．公益社団法人日本看護科学学会（JANS）の目的と機能 

 

（2）理事会の運営組織 

JANS理事会の運営について、広く理解を促すため、運営組織図を理事会で検討して、以下の

とおりホームページ上に公開した。 

JANS の目的と機能（図 2）と委員会を整合させ、理事の枠内に総務会、３大活動、5 柱の

活動、基盤活動に分けて記した。総務会は理事長、副理事長、会計、総務委員会委員長、及び事

務所長から構成され、理事会の議事運営等の準備と調整を担当した。３大活動は定款第 3 条

（事業）第 1 号学術集会の開催、及び第 2 号学会誌等の発行を所掌する委員会である。 

JANS の柱となる 5 つの活動には今期から、新たに看護ケア開発・標準化委員会を加え、看

護学学術用語検討委員会、研究・学術情報委員会（2018 年 12 月承認：研究・学術推進委員

会）、若手研究者推進委員会（2018 年 12 月承認：若手研究者活動推進委員会）、及び国際活

動推進委員会を位置づけた。基盤活動には、災害看護支援委員会を新たに設置した。 

また、JANS 国際活動推進委員会委員は WANS（World Academy of Nursing Science）事

務局と兼務する体制とした。さらに、それぞれ委嘱を受けた任期に基づき機能することとし、両

組織の任期が異なることによる不整合を解消した。 

次に、理事会には理事のほか監事、JANS 学術集会長が位置付けられる。監事は理事会の構

成員であると同時に、事務所の運営をも監視する役割を有する。学術集会長は理事以外から選定

されることも多いことから、理事の枠内ではなく理事会の枠内に位置付けられた。 

 



 

 

 

事務所は、理事会とくに理事長の運営方針の付託を受けて、総務担当理事と協働した事務所長

のマネジメントのもと、総務、会員管理、会計を担当する。会計は、会計担当理事の方針と準則

に則って会計実務を担い、監事の監査を受ける。 

選挙管理委員会は理事会及び事務所とは独立して機能するが、報告する義務を有する。 

  

 

 

 

図３．公益社団法人日本看護科学学会運営組織図 

 

（３）規程等の改正 

 ①定款施行細則の改正（委員会関係）  

定款に規定された JANS の事業に基づき定款施行細則に従って委員会を設置し、活動を進めて

きた。社員総会では、委員会ごとに活動を報告してきたが、事業との整合性がわかりにくいとの

指摘があった。定款施行細則をみると、学術集会企画委員会、和文誌編集委員会・英文誌編集委

員会、表彰論文選考委員会、総務委員会が規定されていたが、残る 12 委員会はその他の委員会

として、目的が明記されないまま設置のみが規定されていた。 

また、委員会構成において社員数が 1～2 名以上と規定され、委員構成数が増加したにもかか

わらず、定款施行細則の社員数は変更されていなかった。その結果委員会委員の大多数を委員長

が会員から選出することとなり、委員長の負担が生じる一方で、委員会活動を担う社員（代議員）

 看護科学学会理事会運営組織図 

 



 

 

 

が少数であった。 

そのため、委員会ごとに目標を明記して規定すると共に、原則として委員構成数の半数を社員

から選出することを規定するように提案した。さらに、現在の委員会の機能と委員会名の不整合

もあり、「研究・学術情報委員会」を「研究・学術推進委員会」へ、「若手研究推進委員会」を「若

手研究者活動推進委員会」へ、名称変更を提案した。これらは、継続審議の上、2018 年 12 月

理事会で承認された。 

②定款施行細則の改正（会費関係） 

災害に被災した会員に対し会費免除を検討した結果、会費については定款第 21 条に社員総会

の決議事項として規定されており、緊急対応が困難であった。そのため、定款施行細則第 2 条（会

費）第 3 項に「正会員が地震・津波・台風などの自然災害、及びその他非常事態により損害を受

けた場合、理事会の承認により会費を減免することができる。」を加える改正を提案し、平成 30

年 12 月の社員総会の審議の結果承認された。平成 30 年 4 月 1 日に遡及して募集した。その結

果 3 名の会員から申請があり、2019 年度の会費が免除された。 

③委員会の構成に関する申し合わせ 

2017 年度には、理事長が各委員長に対し、原則として社員（代議員）を各委員会とも半数程

度にする方針を示した。前述した定款施行細則改正①に伴い、新たな申合せとして、代議員に活

動を希望する委員会について立候補を求め、残る半数は会員から若手会員を含む選定とし、次世

代育成につながるような年齢構成を考慮して委員長が最終決定することについて、理事会の承認

を得た。委員会構成の半数を代議員とすること、会員から年齢構成を考慮し若手を含む選定とす

ることで、多くの代議員への活躍の場の提供と委員会の活性化に取り組んだ。 

④利益相反指針及び利益相反指針細則の改正 

 利益相反には、「経済的な利益相反」に限らず、個人的、組織的、学問的、政治的な利益相反（責

務相反を含む）があるが、従来の JANS の利益相反指針及び利益相反指針細則は、経済的な利益

関係についてのみ規定していた。学術活動を行う者としての利益相反は幅広く捉える必要がある

ことから、経済的な利益関係のみならず必要とされる利益相反をも含めて規定する必要があるこ

とが明確になった。 

それを受けて、2019 年 5 月理事会で、利益相反委員会から改正案が提示された。条文につい

ては継続審議となったが、「利益相反マネジメント指針」「利益相反マネジメント指針細則」への

名称変更については承認された。 

⑤研究論文投稿に関する不正行為防止のためのガイドラインの制定 

 JANS 和文誌及び英文誌 JJNS を発行するにあたり、査読過程で多重投稿の疑義が生じる事態

が発生している。これらを事前に防止するために、「研究論文投稿に関する不正行為防止のための

ガイドライン」を和文誌編集委員会と総務会が継続的に検討した。 

その結果、ガイドラインに、「投稿に関する不正行為をしてはならない」と明記した。不正行為

については、特定不正行為に該当する「捏造」「改ざん」「盗用」に、「二重投稿」を加えて定義し、

また望ましくない行為として「分割投稿」「不適切なオーサーシップ」を新たに提示した。 

当ガイドラインは2018年12月の理事会に提案され、承認された。その後ホームページ和文

誌の頁に掲載した。さらに、英訳し“Guidelines for Prevention of Misconduct Concerning 

Submission of Research Articles”として、JJNSの頁に掲載した。 

  ⑥日本看護科学会誌への「投稿から公開までの流れ」を明示 

 JANS 会員から、投稿論文採択から J-STAGE 公開までの流れが不明瞭である旨の指摘があ

った。従来投稿から採択までの流れは公開していたが、採択から J-STAGE 掲載までの流れは、

内部資料にとどまっており、公開されていなかった。このため、和文誌編集委員会と総務会が継

続的に検討し、投稿論文採択から J-STAGE 公開までの流れをアルゴリズムによって明示し、理

事会の承認を得て（2018 年 4 月）、ホームページの和文誌の頁に明示した。 

  ⑦JANS ロゴマークの使用申し合わせの制定 

 ロゴマークの原図ファイル、様式・色調など、使用方法について申し合わせを新たに検討した。 



 

 

 

（４）委員会の新設と運営 

①看護ケア開発・標準化委員会 

JANS として、Nursing Science の構築と、臨床や在宅の場で看護を必要とする人々へ還元で

きる仕組づくりを目指すことは本来的な使命である。そのために、研究成果のエビデンスに基づ

き、問題解決に向けた看護技術（看護ケア）を開発・標準化する活動の柱を立て、それを所掌す

る委員会を設置した。 

そのモデル事業として、Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2017 に準拠した「摂食嚥下

時の誤嚥・残留アセスメントに関する看護ケア」の開発・標準化を目標とする。 

 ②災害看護支援委員会の設置 

従来の災害看護支援専門委員会に関する規程を改正し、特別委員会であった災害看護支援事業

専門委員会を廃止、常設委員会として「災害看護支援委員会」を設置し、災害時には「拡大災害

支援対策委員会」を組織することで、円滑に活動ができるようにした。 

 ③和文誌編集委員会の編集体制の変更 

 投稿数が年間 1５0 編を超え、一人の編集委員長では対応が困難であるため、複数名の編集長

による編集体制づくりを進め、規程や申し合わせ事項を改正し、次期理事会から適用することと

した。和文誌編集員会担当理事は和文誌編集委員長・編集長となり、他の編集長 2 名を加えた 3

名の編集体制とした。編集長 2 名は、和文誌編集委員長・編集長が原則として代議員から選出し、

理事会の議を経て決定することとした。 

 さらに、「和文誌編集長選定基準」、「和文誌編集委員選定基準」を新設、日本看護科学学会和

文誌編集委員会専任査読委員制度のうち「和文誌編集委員会選任査読委員選定基準」を修正し、

これらをホームページに公開した。 

 

 

４．学術集会・学会総会関連 

（１）学会総会の出欠確認及び委任状 

学会総会の出欠と委任状を従来の往復はがきによる方法から、Web 上で回答する方法に変更す

ることについて、理事会において継続審議した。承認後、2018 年 12 月に実施され、回収率に

ついては従来法（はがきの返送）と比較して同様であった。この方法は、郵送料の削減と事務処

理の効率化に貢献した。 

 

（２）学会総会における報告 

JANS では、定款第 41 条に「学会総会は、本会運営上の重要事項について、理事会に対し意

見を具申する。」と規定され、これに関する議決権を有する。従来は社員総会と学会総会の内容が

同様であったが、学会運営に関する理事長ビジョンを説明し意見交換する機会とするなど、新た

な学会総会の方向性を提示した。 

 

（３）学術集会開催支援 

JANS 事務所は学術集会開催の準備についての相談に応じる支援体制をとっている。抄録アプ

リの運用により、抄録集の印刷数を減少させる方向で進んでいるが、保存のためには同一業者に

することが必要となるため、入札を実施し業者を選定した。また、学会として抄録集を保存する

必要もあるため、PDF で学会事務所に保管することとした。 

また、JANS39 に向けて、当日参加者のカード決済の導入に関する検討を進めている。 

 

（４）学術集会長 

理事会が推薦し、社員総会で承認された。 

JANS40 萱間 真美 先生  （聖路加国際大学） 

JANS41 百瀬 由美子 先生 （愛知県立大学） 



 

 

 

（5）学術集会参加者数の推移 

 学術集会参加者数の推移を図 4 に示した。東京 4306 人（2016 年）が最多数であり、

3800 人前後を変動している。 

 

 
 

 

 

５．ホームページのリニューアル 

 学会の財務状況が好転した機会に、ホームページのリニューアルを理事会において決定し、広

報委員会が中心となって実施した。業者の決定に当たっては入札を実施し決定した。 

 リニューアルにあたっては、JANS の広報に資すること、検索しやすく、スマートフォンに対

応できること等を念頭に実施した。2019 年 3 月から新たなホームページを公開した。 

 

 

6．関連学術団体との連携 

（１）WANS（World Academy of Nursing Science）への協力 

 タイで開催された WANS において、JANS 理事長として 201７年 10 月 22 日シンポジウム

で”The current situation and the prospects of Japan Academy of Nursing Science”

のプレゼンテーションを行い、JANS 及び JJNS を周知した。そのプレゼンテーションは PDF

としてホームページに掲載した。 

 WANS 理事長に片田範子氏が就任した。次回の WANS 開催地は日本が立候補し決定された。

学術集会長は片田範子氏（関西医科大学）が引き受け、host organization を JANS が引き受

けた。2020 年 2 月に開催される予定である。 

 

（２）日本医療安全調査機構の専門部会への会員の推薦 

 日本看護系学会協議会から日本医療安全調査機構の理事を出していること、JANS は日本医療

安全調査機構の協力学会になっていることから、医療事故調査に関する専門部会への会員の推薦

依頼があった。2017 年 6 月から 2019 年 6 月までの期間に 12 名を推薦した。 

 推薦は総務会が担当した。依頼のあった事故調査に関係した専門領域の JANS 会員であって、

当該専門領域の施設に勤務する CNS（専門看護師）、当該専門領域の教授を検索あるいは総務会

理事が推薦し、候補者を選定した。候補者の順位を決め、その後事務所長が電話依頼し、了解さ

れた候補者を推薦した。 

 

（３）IDRC 2017 in SENDAI（世界防災フォーラム / 防災ダボス会議＠仙台）への参加 

2017 年 11 月に開催の世界防災フォーラムに参加し、JANS が行ってきた災害看護支援活動

の発表を行った。そのプレゼンテーションは PDF としてホームページに掲載した。 
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７．リスクマネジメント 

（１）英文誌（JJNS）関係 

英文誌掲載論文（1 件）に対して、SNS 上に、COI に関する疑義及び分析方法や結果に対す

る批判のやりとり、待望の論文であり拡散を希望する意見等が掲載された。先行文献と同じデー

タセットを用いて、当該文献と相反する結論が導かれたこと、テーマに関する世界の動向と反対

の立場をとる NPO 法人のホームページに当該論文の日本語版が掲載され、ダウンロードできる

こと等が確認された。 

国の施策にも影響を与える内容であることから、これに対し理事会において特別委員会を立ち

上げて調査し、対処した。 

 

（２）和文誌関係 

和文誌掲載論文に対し 1 件の不正の告発があり、「日本看護科学学会における研究活動に係る

不正行為への対応」に基づき、不正調査委員会を立ち上げて対処した。 

 

 

８．日本看護科学学会の将来のありかた 

（１）将来構想報告書（2011 年）で述べていること：「まとめ」を抜粋 

 公益法人化したことを契機に日本看護科学学会の現状を分析し、本学会の将来の在り方につい

て検討し、本学会の方向性と発展のために優先度の高い取り組みについて以下のようにまとめ

た。 

① 学術による社会貢献を意識した学会活動が求められる。健康に関連する質の高い研究を推奨

し研究結果を社会に提供し、グローバルな視点で看護学を発信する必要がある。 

② 研究の質を担保するための取り組みも必要であり、学会誌を活用した方法や会員に対して研

究の質向上をねらったサービスの提供について検討する必要がある。 

③ 若手研究者の育成に力を注ぎ、将来にわたって優秀な研究者を継続的に育て、看護学の学問

的発展に寄与出来るようにする。 

④ 安定した活動を継続するために、学会の経済的基盤がより安定できる方略を検討して実施す

べきである。 

これらの構想を実現するために優先順位の高い課題について、委員会、理事会にて議論し、下

表のようにまとめた。 

 

看護学研究の質向上  

学術集会、雑誌等で発表される論文の質については少なからず問題を感じているという意見が社員

総会等であった。学会の本来の使命としても重要な課題である。さらに、臨床に直結したトランス

レーショナルリサーチや RCT を用いた臨床研究の発展を意図した研究を促進し、看護学の発展を

担うエビデンスを作り出す。従って「看護学研究の質向上」に関する優先順位は高い。 

具体的な計画としては 

① 現行の査読プロセスや雑誌誌面を活用して投稿前のチェック、内容に関するディスカッショ

ンなどができる仕組みを提供することによって学術コミュニティを醸成する。 

② 研究方法、研究の手順に関する教育的役割が求められており、セミナーなどの提供について

検討する。 

③ 研究結果を臨床で検証する循環が生まれるような仕組み（多施設 RCT の企画を学会主導で

行うなど）を検討する。 

④ 学術雑誌のインパクトファクターを向上させる。 

看護の若手研究者育成  

研究の質向上と密接に関連している課題である。修士課程、博士課程の設置数も増え、修了者が会

員になることを想定して、若い会員のパワーを生かして学会を盛り上げることは将来を見越した重



 

 

 

要な課題である。 

具体的な計画としては 

① 若手アカデミーなどの研究コミュニティを作る。 

② 若手が学会運営に参与できる仕組みを検討する。 

③ 研究費や受賞の制度によって若手に対して質の高い研究の動機づけを行う。 

看護学のパワーを高める 

さらなる学会の発展を期待する項目である。社会に影響力のある学会に育つには優れた研究結果を

創出することが前提であり、優先順位としては低く位置づけられた。しかし会員数、規模の点で日

本の看護の学術をリードする位置にいることは確実であるので、重要な項目である。 

具体的な計画としては 

① 世界の健康問題の動向、看護学の動きを見ながら、グローバルな視点で学術向上をねらう。 

② 研究法、理論、倫理などの局面で高いレベルの議論を展開し、学術としてのパワーを持つ。 

③ アジアからの発信を含む看護学の情報発信を行う。 

④ ブレイン体制を作り、看護学のパワーを高める様々な戦略を提示し、健康・医療政策に貢献

する。 

学会の財政基盤を安定させる  

財政基盤の維持は理事会、社員総会においても強い関心事であり、意見も集中した。特にここ数年

の経常収支がマイナスであることや次年度予算が数百万円の赤字を前提に立てられていることは、

多くの会員の不安につながるので改善が必要である。財政基盤はすべての学会活動を支えるもので

あり、優先順位は高い。 

具体的な計画としては 

① 和洋雑誌の電子化による印刷配送にかかわる経費を合理化と投稿料の徴収を検討する。 

② 会員登録、選挙業務にかかる経費を合理化（Web 化）する→①②によって一時的にシステ

ム整備料が必要であるが、会員増があっても経費がふえることはなく長期的に削減が期待さ

れる。 

③ 会員構成によっては、適切な会費について検討する。 

 

（２）将来構想報告書（2011 年）に対する 201９年までの達成状況 

１）看護学研究の質向上 

① 和文誌の電子化は 2010 年 4 月からのオンライン投稿に始まり、2011 年にオンラインジ

ャーナル（J-STAGE）となった。さらに、前期（2015～2016 年度）において、閲覧制

限なしのオープンアクセスジャーナル（J-STAGE）となった（2015 年）。 

今期（2017～2018 年度）では、和文誌、英文誌とも査読プロセスについてホームペー

ジ上に公開した。査読者には査読の指針を示し、丁寧な査読を依頼し、和文誌編集長及び英

文誌編集委員会委員長が全体を調整する役割を担っている。異なる意見があった場合には、

アカデミックディスカッションの機会を設けてきたが、恒常的な仕組みとはなっていない。 

② 研究・学術情報委員会は 2015～2016 年度、看護・保健分野の政策提言のための研究課

題の優先順位の特定（Strategic plan） を検討し、2017～2018 年度はそれに沿った活

動（学術集会における国際シンポジウム、JANS セミナ―）を展開してきた。会員の研究

力向上をねらった JANS セミナーは、2017 年度より、偶数回を研究・学術情報委員会が

奇数回を若手研究推進委員会が企画を担当し、年２回開催してきた。順調に運営され、研究

に関する教育的役割を果たしてきたといえる。また、JANS セミナーは、より多くの会員

に参加機会を提供するために、Web 視聴が 2015 年に導入され、セミナー後の自由な時間

でパソコンやタブレット上で視聴できる仕組みを構築した。JANS セミナーの第 1 回～14

回までのテーマおよび開催日時は以下の⑤に示すとおりである。 

③ 研究成果を臨床で活用するためには「標準化」が重要になる。そのため、JANS の活動の

柱に「看護ケア開発・標準化」を設定し、「看護ケア開発・標準化委員会」においてガイド



 

 

 

ライン作成を開始した。現在、今期では Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2017 に準

拠し、「摂食嚥下時の誤嚥・残留アセスメントに関する看護ケア」のガイドラインを作成し

ている。 

看護がケアのガイドラインを作成するとき、症状や障害を対象とすることとなる。症状や

障害を引き起こす原疾患は複数考えられるので、疾患に対する診療を中心に考える「Minds

診療ガイドライン作成の手引き」の方法論を適用する限界も考えられる。将来的には

JANS が「JANS ケアガイドラインの手引き」を作成できるようになればと期待してい

る。また、学会主導型の多施設研究ができるようになることを期待している。 

④ Japan Journal of Nursing Science (JJNS)の編集長として William Holzemer 先生と

JANS は契約を結び、編集長のもと JANS の英文誌編集委員会が JJNS の編集を担ってい

る。理事長と編集長は年 1 回会議を開催し、編集方針について意見交換する契約である。 

また、英文誌編集委員長は編集業務を所掌すると共に、JANS 理事として理事会に出席

し編集状況を報告している。 

JJNS 創刊以来、編集事務局として Prime Associates 社（田中久仁美代表）と委託契約

を交わし、JJNS への投稿論文の査読プロセスがスムースに流れるように管理調整するこ

と、採択後から掲載に至るまでの管理を依頼している。 

   投稿論文数は 2011 年 140 篇（日本：29、その他：111）であったが、右肩上がりに

増加し、2018 年 461 篇（日本：52、その他：409）となった。日本からの投稿論文数

は 1.8 倍であったが、その他諸外国からは 3.7 倍と増加が著しかった。 

JJNS インパクトファクターは 2011 年には 0.200 であったが、2012 年には 0.583

に上昇し、その後 0.385～0.544 を推移し、2017 年に 1.062 となった。 

（田中久仁美. 2019. 英文査読脳神経系現状と展望：Japan Journal of Nursing 

Science (JJNS)編集事務局の立場から．看護研究，52（1）：10-19） 

⑤ JANS セミナー 

 第 1 回～14 回のテーマ・開催日時・会場は以下のとおりである。 

回 JANS セミナーテーマ 日時 会場 

1 高度実践活動を明確化するための質的研究方法 2013 年 1 月 27 日(日) 聖路加看護大学 

2 量的研究方法 高度看護実践のエビデンスを問う

臨床研究 

2013 年 6 月 23 日(日) ベルサール神田 

3 質的研究方法 Research Question に適合する

研究方法を見極める 

2014 年 1 月 25 日(土) AP 浜松町 

4 看護論文の質向上のための Peer Review Work 2014 年 6 月 29 日(日) ベルサール神田 

5 混合研究法(ミックスドメソッド)数字の科学と言

葉の科学からの臨床研究 

2015 年 3 月 7 日(土) ステーションコンフ

ァレンス東京 

6 責任ある研究行為 －知っておきたい利益相反＆

オーサーシップ－ 

2015 年 6 月 21 日(日) AP 東京 八重洲通り 

7 エビデンスを統合する －システマティックレビ

ューとメタ統合－ 

2016 年 3 月 26 日(土) 聖路加国際大学 アリ

ス・C・セントジョン 

メモリアルホール 

8 介入研究ことはじめ −デザインと実施− 2016 年 6 月 19 日（日） AP 東京 八重洲通り 

9 看護研究に生かす統計学の基本 2017 年 3 月 19 日（日） AP 東京 八重洲通り 

10 社会への貢献を組み立て実装する看護学研究 2017 年 6 月 18 日（日） AP 東京 八重洲通り 

11 初めての論文投稿と査読対応の実際 2018 年 3 月 10 日（土） AP 東京 八重洲通り 

12 学際的な研究プロセスと戦略的な組織づくり 

―異分野異業種の連携研究による看護ケア開発― 

2018 年 6 月 17 日（日） AP 東京 八重洲通り 

13 実践の疑問からリサーチクエスチョンへ―研究的

思考を身につけよう― 

2019 年 3 月 9 日（土） AP 東京 八重洲通り 

14 国際共同研究をどのようにすすめるか～看護は世

界の健康課題にどう貢献するか 

2019 年 6 月 16 日（日） AP 東京 八重洲通り 

 



 

 

 

⑥ JJNS セミナー 

   第 1 回～16 回のテーマ・開催日時・会場は以下のとおりである。 

回 テーマ 日時 会場 

1 【Launch of JANS English Journal】 2003 年 12 月 6 日

(土) 

三重県総合文化センター

（第23回JANS学会） 

2 【Japan Journal of Nursing Science(JJNS) への投稿のすす

め】 

2004 年 12 月 4 日

(土) 

東京国際フォーラム 

（第24回JANS学会） 

3 【How to establish career through English communication in 

nursing science】 

2006 年 5 月 20 日

(土)9:00-17:00 

2006 年 5 月 21 日

(日)9:00-12:00 

聖路加看護大学 

4 【うまい英語で科学論文を書くコツ】 2006 年 12 月 3 日

(木) 

神戸国際展示場 

（第26回JANS学会） 

5 【査読の ABC】 2007 年 12 月 5 日

(土) 

東京国際フォーラム 

（第27回JANS学会） 

6 【Publishing Your Research】 

・Journal formats/selecting a journal Common Format 

・Five Sections of an Article 

・Quantitative Research 

・Qualitative Research 

・Conflicts of Interest, Human Subjects/Ethical Approval 

・On-Line Submission of Manuscripts 

2008 年 6 月 14 日

(土)9:00-17:00 

2008 年 6 月 15 日

(日)9:00-12:00 

聖路加看護大学 

7 【The Peer review process: Providing constructive feedback 

for authors] 

2009 年 6 月 13 日

(土)9:00-11:300 

聖路加看護大学 

8 【Serving as a Peer Reviewer】 

The Peer Review Process 
A Systematic Approach to Manuscript Review 
Writing as informative review for the author(s) 

2010 年 9 月 4 日

(土) 

9:00-17:00 

聖路加看護大学 

9 【Publishing Your Research in English】 

・Sections of a manuscript 

・Presenting numerical & textual data 

・Ethics, conflict of interest & submitting your manuscript 

2011 年 12 月 17 日

(土)9:00-17:00 

聖路加看護大学 

10 【Improving Your Success at Publishing in English】 

・文献検索と投稿先ジャーナル選びのコツ 

・Writing a crisp abstract 

・Submitting your manuscript on-line 

2012 年 10 月 27 日

(土)10:00-17:00 

聖路加看護大学 

11 【Improving Your Success at Publishing in English 2013】 

・ 英 文 論 文 の 作 成 に 有 効 な ツ ー ル  

・Understanding Reviewer Feedback 

（査読者の視点を踏まえた原稿の書き方） 

2013 年 10 月 5 日

(土)10:00-17:00 

聖路加看護大学 

12 【Improving Your Success at Publishing in English 2014】 

・英論文を書く：質的研究の場合 

・Sophisticated abstract 

・Collaborative research 

・Plagiarism 

2014 年 11 月 2 日

(日)10:00-17:00 

聖路加国際大学 

13 【Improving Your Success at Publishing in English 2015】 

・看護の発展に貢献する質的研究論文を書く 

・著者に認められる論文の利用および著者自身による論文プ

ロモーションの重要性 

・Writing an Article for an English Language Journal 

・Understanding the Significance of Writing the Abstract for 

an English Journal Article 

2015年11月7日

(土) 

10:00-17:00 

新大阪丸ビル別館 

14 【Improving Your Success at Publishing in English 2016： 

The Challenges of Being a Peer Reviewer for Journal 

Articles】 

・The Peer Review Process 

・Evaluating the Components of a Manuscript 

・Writing a Helpful Review for the Author(s) 

2016年11月12日

(土)9:30-17:00 

聖路加国際大学 



 

 

 

15 【Improving Your Success at Publishing in English 2017： 

The Challenges of Being a Peer Reviewer for Journal 
Articles: Learning tips for reviewers is learning tips for 

authors】 

・Introduction and hot topic in USA, "DNP vs. PhD" 

・Group Work 

2017年12月15日

(金)14:30-17:30 

TKP ガーデンシテ

ィ仙台 

16 【Improving Your Success at Publishing in English 2018】 

・New options for the PhD dissertation 

・Strategies to ensure rigor in publishing quantitative and 

qualitative articles; Stories from the field 

・Overview of responding to review comments 

・Responding to review comments 

2018年12月22日

(土)9:00-16:30 

聖路加国際大学 

 

 

２）看護の若手研究者の育成 

①2011～2012 年度理事会において、若手研究者育成のための新規事業の検討が開始された。

2014 年度には、若手研究推進委員会が常設委員会として設置された。2015 年度から、日

本学術会議若手アカデミー（旧若手アカデミー委員会）の若手科学者ネットワークに登録さ

れ、若手研究推進委員会委員長が日本学術会議若手アカデミーとの連携をとる体制がとられ

た。さらに、JANS 若手の会を構成し、全国にエリアコーディネーターを配し、情報交換を

行う体制が敷かれた。 

今期（2017～2018 年度）には、若手の会、エリアコーディネーターとも委嘱する体制を

整え、活動を保証した。2019 年 5 月には「提言」が提出された。 

②今期（2017～2018 年度）において、委員会委員の選定については、半数を代議員から選出

し、半数について年齢構成を考慮しつつ、若手研究者をも選定する申し合わせを定めた。 

③表彰制度が順調に機能し、若手研究者への動機づけになっている。今期（2017～2018 年

度）において、和文誌及び英文誌から選考した結果、英文誌掲載論文が選出されることが続い

たが、方法は変更せずにしばらく様子を見ることとなった。 

 

３）看護学のパワーを高める 

①「世界の健康問題の動向、看護学の動きを見ながら、グローバルな視点で学術向上をねら

う。」については、JANS と WANS との協働が重要である。国際活動推進委員会が WANS

の事務局員を兼務する体制であり、それぞれの任期に基づいて役割を遂行することとした。 

また、WANS のシンポジウムで JANS 理事長が活動を発表することを継続してきた。 

 一方、JJNS のインパクトファクターが上昇していることから、認知されつつあるものの、

現時点では、2011 年に提示された目標は十分には達成したとは言い切れない。 

②「研究法、理論、倫理などの局面で高いレベルの議論を展開し、学術としてのパワーを持

つ。」については、JANS セミナー、JJNS セミナー、日本看護科学会誌が貢献している。 

③「アジアからの発信含む看護学の情報発信を行う。」については、JJNS には世界中の研究者

からの投稿があり（主にはアジアから）、年間投稿数は増加し約 500 編に到達した。掲載さ

れる論文数は増加し、期待もされているし、一定の役割も担っていると自負している。一方で

急増する投稿数に対して査読体制に課題が大きい。 

④「ブレイン体制を作り、看護学のパワーを高める様々な戦略を提示し、健康・医療政策に貢献

する。」については、理事会の範囲にとどまっている。今後、検討が必要と考えられる。 

 

４）学会の財政基盤を安定させる 

①日本看護科学会誌及び JJNS とも電子ジャーナル化が既に完了した。投稿料の徴収について

は、平成 27～28 年度（2015～2016）理事会において、公益法人であることを鑑み、「本

学会の学会費収入に対して英文誌と和文誌を合わせた学会誌編集・発行費の上限を 30%以内

とする。それを超えた場合は、再度英文誌の編集方針をについて、出版社及び編集長との契約



 

 

 

内容を含めて再考する。」が決定された。従って、現時点では投稿料を徴収していない。ただ

し、近年は外国からの投稿が大幅に増加しており、編集費用の継続的な増加も見込まれ、今後

の検討が必要になることが予想される。 

②会員登録については、既にホームページからの手続きが可能となっている。また、会員はマイ

ページを会員ごとのパスワードで管理し、選挙前にはマイページを更新することをメール送信

によって促し、管理する体制となっている。選挙についても Web 選挙ができるシステムとな

っている。また、社員総会及び学会総会の出欠回答及び委任状について、今期に Web 手続き

に切り替えた。さらに、社員総会の新理事の信任について、2017 年の理事改選まではマー

クシートを用いて集計していたが、約 40 万円の出費となること、出席者の人数が限定される

ことから、今期については事務所が人的に対応することで経費の削減を行っている。 

③会費については据え置いている。 

 

 

９．今年度までの達成状況と展望   

（１）2018 年度までの達成状況 

 将来構想報告書（2011 年）に示された将来への提言について、2018 年度までに、1 項目

を除き、概ね達成したと言える。未達成の項目は「看護学のパワーを高める」項の具体策「④ブ

レイン体制を作り、看護学のパワーを高める様々な戦略を提示し、健康・医療政策に貢献す

る。」であった。 

JANS として、主体的に健康・医療政策への提言を発信することは不十分であった。しか

し、これらについては、JANS が単独で行うよりも、看護系学会等社会保険連合、日本看護系

学会協議会（JANA）等との協働によることが必要であると考えられる。 

今期においては、JANA に①投稿時の不正等について検討する編集者会議を置くこと、②看

護学雑誌編集ガイドラインを作成すること、の 2 点を提案し、JANA 理事会で採択された。 

 

（２）課題と展望 

 次期への展望として、JANS として Nursing Science を追求すること、若手研究者が世界に

向けて発信するための支援、が重要である。 

１）Nursing Science の追求 

① 看護ケアガイドラインの発信 

「看護学研究の質向上」の項の具体策「③研究結果を臨床で検証する循環が生まれるような

仕組み（多施設 RCT の企画を学会主導で行うなど）を検討する。」については、「看護ケア開

発・標準化事業」を立ち上げ、看保ケア開発・標準化委員会においてガイドライン作成ができ

る体制とした。この事業を発展させて、新たなガイドライン作成する必要があり、その方法と

して会員から公募する仕組みを構築することが望まれる。 

② 大型研究が実施できる組織の構築 

 JANS として、学会主導で大型研究費を獲して研究を実施することが望まれる。そのため

には、大型研究費への申請が可能となる研究組織や研究体制を構築する仕組みを創設する必要

がある。 

③ 日本看護科学会誌による研究の発信 

 現行の JANS 和文誌投稿規程では、オリジナルなデータもしくは分析に基づいた論文を原

著論文としている。しかし、メタ統合、メタ分析、システマティックレビューの手法を用いて

得られた新たな知、ビッグデータをテキストマイニングの手法で分析して得られた知など、セ

カンダリーデータの分析による研究が今後重要となると考えられる。そのため、原著論文の基

準について今後検討することが望まれる。 

 次に、現行の JANS 和文誌投稿規程では、投稿者は著者及び共著者もすべて本会会員であ

ることを求めている（編集委員会からの依頼原稿は除く）。学際的研究が増加していることか



 

 

 

ら、この著者資格によって投稿を避けられるなど JANS の不利益となる可能性もあり、筆頭

著者は必ず会員である規定とするなど、今後検討することが望まれる。 

④ 看護学の学術用語による看護学体系化への貢献 

改正された定款施行細則の看護学学術用語検討委員会の目的として、「看護学の学術用語の

検討を通して、看護学の体系化を図るために、看護学学術用語検討委員会を置く。」とした。

次への課題は Nursing Science を構築することと連動させた用語の整理など、この目的に向

かっての検討が望まれる。 

⑤ 研究倫理審査委員会に関する検討 

総合大学において、会員による看護学研究の研究倫理審査申請に対し該当外と判断されるな

ど、所属施設の研究倫理審査委員会に申請できない状況が散見された。この状況が増加するこ

とも懸念され、JANS の研究倫理審査体制を強化する検討を開始することが望まれる。 

 

2）若手研究者が世界に向けて発信することの研究支援 

若手研究者のネットワークが敷かれ、相互交流ができる若手研究者コミュニティが醸成されつ

つある。2013～2014 年度（田村理事長）において、国外で口頭発表できる力を醸成すること

を目的に、学術集会に English Session を企画した。また、留学生や海外の研究者も参加でき

ることを目指した。 

次の段階としては、若手研究者が研究を実施し、世界に向けて発信できるような支援を企画す

ることが必要であり、以下について検討することが望まれる。 

⚫ WANS などの国際会議において、若手研究者交流集会などを企画し、若手研究者が世界

に目を向けることをエンカレッジする。 

⚫ 他国の若手支援方法に関する具体的な情報を得て、国内の教育・研究機関に情報提供す

る。 

⚫ 他国の若手研究者の研究や活動の視察、あるいは短期留学支援などの仕組みを作り、実質

的な国際化に結びつける。 

⚫ 前記で得た情報をもとに、既存の若手支援の枠組みに留まらない、新たな支援方法を提案

する。 

⚫ 若手研究者活動推進委員会の活動方針に、国際化推進を加える。 

 

3）その他 

①「日本看護科学学会における研究活動に係る不正行為への対応」について、JANS としての

処分を決定することができる内容を含むため、規程として整備する必要がある。また、「研究

論文投稿に関する不正行為防止のためのガイドライン」に抵触した場合の措置についても前述

の規程に包含することが望まれる。 

②JANS 理事会と JJNS 編集委員会との関係について再確認し、JJNS 発行に当たっては、契

約書に基づき、英文誌編集長と年 1 回編集方針について会議を開催することを実行する。 

 

  

10．おわりに 

JANS は公益社団法人として専門性を超えた総合学会であり、Nursing Science を追求する

学会として発展してきた。将来構想報告書（2011 年）に示された将来への提言について、

2018 年度までに、概ね達成したと言える。2017～2018 年度の理事会として、今期までの

到達度を示し、課題と展望を記した。 

和暦の元号も令和となり、新しい時代が始まった。JANS 理事会も 2019 年度から新理事長

のもと新たな体制が始まることとなる。新体制において、新たな将来構想を掲げて、JANS が

さらに発展することを期待する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

注）看護ケア開発・標準化委員会設置に伴い、2017 年度途中で表彰論文選考委員会は真田理事から 

須釜理事に変更となった。 

 

2017～2018 年度理事会 

理事長 鎌倉 やよい 日本赤十字豊田看護大学 

副理事長/研究倫理審査委員長 山本 則子 東京大学 

会計 村嶋 幸代 大分県立看護科学大学 

総務委員長 田中 真琴 東京医科歯科大学大学院 

和文誌編集委員長 秋元 典子 甲南女子大学 

研究・学術情報委員長 石橋 みゆき 千葉大学大学院 

英文誌編集委員長 江藤 宏美 長崎大学 

社会貢献委員長/利益相反委員長 小山 眞理子 日本赤十字広島看護大学 

看護倫理検討委員長 佐伯 由香 愛媛大学 

看護ケア開発・標準化委員長 真田 弘美 東京大学 

表彰論文選考委員長 須釜 淳子 金沢大学 

看護学学術用語検討委員長 髙田 早苗 日本赤十字看護大学 

国際活動推進委員長 中山 洋子 高知県立大学 

若手研究推進委員長 西村 ユミ 首都大学東京 

広報委員長 宮下 美香 広島大学大学院 

監事 阿曽 洋子 武庫川女子大学 

監事 南 裕子 高知県立大学 



 

 

 

 

 

第 4号議案 

 

名誉会員の承認ついて 

 

名誉会員についての定款上の規定 

 第 12条 名誉会員は、看護学の発展に多大の寄与をした者の中から、理事会及び社員総会の 

  承認を得たものとする。 

   ２  名誉会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。 

   ３  第１項の承認について、理事長は、学会総会に報告しなければならない。 

 第 14条 会員は、社員総会で定める会費を納めなければならない。 

   ２   前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費の納入を要しない。 

 

名誉会員推薦についての理事会申し合わせ事項 （2016 年 10 月 23 日改正） 

１）「看護学の発展に多大の寄与をした」ことの解釈・・・次のいずれかに該当すること。 

① JANS の理事長を務めた。 

② JANS の役員を通算 5 期務めた。監事 1 期は理事 2 期として数える。 

③ JANS の学術集会会長、国際学術集会会長を務めた。 

④ 上記①～③に相当する働きをしたと理事会が認めた。 

⑤ その他・・・看護学の発展に格段の貢献をした。 

２）下記の各項目に全て該当すること 

 a 満 70 歳以上 

 b 常勤の現職のないこと 

 c 理事・社員でないこと 

 d 本人の同意があること 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2019 年 6 月社員総会で名誉会員に推薦する会員 （了承を得て履歴等の情報を記載しています） 

 新道 幸惠 氏（会員番号：00332） 1942 年 1 月 16 日 77 歳 

略 歴 1963 年 3 月 

1964 年 3 月 

1969 年 3 月 

 

1970 年 3 月 

1977 年 4 月 

1983 年 3 月 

 

1983 年 4 月 

1984 年 10 月 

1990 年 4 月 

1992 年 

1995 年 4 月～1999 年 3 月 

1999 年 4 月 

1999 年 4 月～2007 年 3 月 

2001 年 4 月～2003 年 3 月 

2006 年 7 月～2009 年 6 月 

2007 年 4 月 

2008 年 4 月～2012 年 3 月 

2012 年 4 月 

2012 年 

2014 年 4 月～2018 年 3 月 

 

山口赤十字高等看護学院卒業 

日本赤十字社助産婦学校卒業 

慶應義塾大学文学部（通信教育課程）卒業

（文学学士） 

国立公衆衛生院専攻課程看護コース卒業 

弘前大学医療技術短期大学部 助教授 

聖路加国際大学大学院看護学研究科修士

課程修了（看護学修士） 

東海大学医療技術短期大学 助教授 

国立公衆衛生院 主任研究官 

神戸大学医学部附属病院 看護部長 

東邦大学 医学博士取得 

神戸大学医学部 教授 

青森県立保健大学健康科学部 教授 

青森県立保健大学 学長 

日本看護系大学協議会長 

日本赤十字看護学会理事長 

青森県立保健大学健康科学部 客員教授 

日本赤十字広島看護大学 学長 

日本赤十字広島看護大学看護学部 客員教授 

NPO 法人アカデメイヤ幸 理事長 

京都橘大学看護学部 教授 

会   員   歴 1983 年 3 月 26 日～現在（36 年） 

学術集会会長歴 第 25 回日本看護科学学会学術集会会長（2005 年） 

 

役 員 

代 議 員 歴 

 

監  事 

評 議 員 

 

代 議 員 

1996 年～1998 年 

1993 年～1995 年、1996 年～1998 年、2002 年～2004 年、 

2005 年～2007 年 

2011 年～2015 年、2015 年～2019 年 

 

 


